
横浜市における
駐車場の配置適正化及び集約化について

横浜市 都市整備局 都市交通課

第２９回全国駐車場政策担当者会議 資料５



１ 横浜市の概要

人 口 約３７２万人
世 帯 約１６５万世帯
面 積 ４３５．２１㎢
市街化区域 約７６％
行 政 区 １８区
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２ 横浜市における駐車場施策の経緯

昭和38年 横浜市駐車場条例（附置義務条例）の制定

昭和48年 横浜市駐車場条例の改正
改正内容：原単位の見直しによる規制の強化等

平成３年 横浜市駐車場条例の改正
改正内容：原単位の見直しによる規制の強化等

平成８年 市全域を対象とした「横浜市駐車場整備基本計画」の策定
駐車場整備に関する基本方針の策定

平成10年 駐車場整備地区を対象とした「駐車場整備計画」の策定
各駐車場整備地区の具体的な駐車場整備の計画策定

平成19年 「横浜市駐車場整備基本計画」の改定
駐車場施策を取り巻く状況の変化に伴い、駐車場整備に関する基本方針の改定

横浜市駐車場条例の改正
改正内容：一部原単位の緩和、荷さばき、自動二輪駐車場の附置義務化等

平成24年 「駐車場整備計画」の改定
各地区の駐車場整備量は、目標値をおおむね達成
駐車場整備を推進する「量」から、地域の特性に応じた駐車場の整備や活用等「質」への転換



３ 隔地での駐車場確保の推奨

附置義務駐車施設の弊害
横浜市は現在、「横浜市駐車場条例」により、駐車需要を発生させる建築物に対し

敷地内に駐車施設を設置することを義務付けています。この制度は個別建築物に対する
附置義務であるため、駐車場及びその出入口が、まちづくりや道路交通と無関係につくら
れ、景観や交通の円滑化に悪影響を与えている場合があります。
また、都心部などの敷地が狭く容積率が高い土地でも一律に駐車場の附置義務を定めて

いることから、必要な台数分の駐車場整備ができないために建替えを見送るケースもあり、
まちの更新や土地の高度利用を妨げている場合もあります。

附置義務制度の見直し
建築物１階部分の駐車場出入口が、良好な景観やまちのにぎわいを阻害する場合があ

るので、附置義務制度の隔地駐車場の設置を柔軟に認めていくことが必要になっています。
また、駅周辺などの容積率が高く指定された商業地域等においては、個別の施設ごとに

附置義務駐車場を設置することは、まちづくりや道路交通処理の観点から望ましくない場合
があるので隔地駐車場の集約化について検討します。

平成19年横浜市駐車場整備基本計画より抜粋

課題

基本的な考え方



３ 隔地での駐車場確保の推奨

条例第10条（駐車施設等の附置の特例）
第４条から第６条の３までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途

変更をしようとする者は、その建築物の構造又は敷地の位置、規模等により、交通の安全
及び円滑化又は土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合その他市長が
特にやむを得ないと認める場合においては、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施
設等を附置しないことができる。この場合において、当該新築又は増築若しくは用途変更を
しようとする者は、その建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設等を
設けなければならない。

取扱基準第３条（条例第10条の市長が認める場合（抜粋））
都市計画法第12条の４に規定する地区計画等、景観法第８条に規定する景観計画、

横浜市地域まちづくり推進条例第12条に規定する地域まちづくりルール又は横浜市街づく
り協議要綱第４条に規定する街づくり協議指針（以下「地区計画等」と総称する。）に
おいて、当該地区計画等に定められた通り、街路、モール等に面して駐車場及び車庫の出
入口の設置を避けることに関する表現が明確に規定されているもののうち、別図に定める
道路に建築物の敷地が接する場合

横浜市駐車場条例の改正（平成19年）



３ 隔地での駐車場確保の推奨
まちづくりの観点から駐車場の出入口を設けることが好ましくないとして
取扱基準に指定した路線については、隔地駐車場とすることができる。

取扱基準 別図（抜粋）



３ 隔地での駐車場確保の推奨

駐車場の配置適正化等の方針

横浜市駐車場条例での対応

都市計画法に規定する地区計画等
景観法に規定する景観計画
横浜市地域まちづくり推進条例に規定する地域まちづくりルール
横浜市街づくり協議要綱に規定する街づくり協議指針

地区計画等による駐車場の配置適正化の方針を可能にするため、
附置義務条例においては、隔地駐車場を認める特例承認を可能としている。



４ 隔地駐車場の担保性の確保

隔地駐車場の条件等

隔地駐車場の定期報告について

①敷地から隔地駐車場までの距離は、おおむね300ｍ以内（徒歩５分以内）
【条例第10条】

②自己所有地の場合は、屋外でも可能
賃借契約等の場合は、建築物内又は機械式駐車場に限る
【取扱基準第５条】

③隔地駐車場の場合は、毎年度、維持管理の状況についての報告を義務化
【条例第12条の２】（平成19年に追加）

報告時期：毎年度10月

提出書類：規則で定めた様式、案内図・配置図、駐車場の現況写真
賃借契約等の場合は、使用承諾者の記名・捺印が必要

対象件数：約70件（平成19年の条例改正以降に隔地駐車場を認めたもの）



４ 隔地駐車場の担保性の確保
定期報告書（様式）



１ 乗用車駐車場の附置義務（昭和38年に附置義務化）
対象地域
①駐車場整備地区（市内６地区）又は商業地域若しくは近隣商業地域

②周辺地区又は自動車ふくそう地区
（１中高、２中高、１住、２住、準住、準工業、工業、工専の各用途地域）

※１低専、２低専と調整区域は除く

２ 荷さばき駐車場の附置義務（平成19年に附置義務化）

３ 自動二輪車駐車場の附置義務（平成19年に附置義務化）

４ 隔地駐車場の特例（敷地からおおむね300ｍ以内）
条件
・まちづくりの観点から市長が認める場合（平成19年に追加）
・その他市長が特にやむを得ないと認める場合

※特例を受けた場合は、毎年度、適切に維持管理している状況について報告を義務化

５ 横浜市駐車場条例の概要



６ 具体例：大口通地区

位置図

JR横浜線
大口駅

大口通商店街

大口通

@横浜市



６ 具体例：大口通地区

経緯

マンション等の建築によりビルの１階部分が店舗ではなく住居や駐車場となることによって、
商店街の連続性が損なわれるなど、賑わいのある商店街づくりにとって問題が起きている。
このことから、商店街としても、商店街の賑わいを壊しかねない建築やテナント等については、
大口通商店街らしさを壊すことのないよう誘導する必要が生じた。

駐車場の配置の考え方

大口通に面した部分に駐車場の設置を禁止する。

大口通地区まちづくり協定より抜粋

地区計画

大口通に面した部分に建築物の用途として
「自動車車庫」を禁止

➡地区計画条例にも位置づけることで、
確認申請の中での審査事項になる。

大口通地区まちづくり協定
（地域まちづくりルール）

大口通に面した部分に
「駐車場」を禁止（青空駐車場を含む）

➡地元組織による指導や市による指導等



７ 具体例：元町地区

位置図

JR根岸線
石川町駅

みなとみらい線
元町・中華街駅横浜中華街

山下公園
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７ 具体例：元町地区
街づくりの基本方針
「美しい街並みの創造」や「ホスピタリティ溢れる街の醸成」など

駐車場の配置の考え方

楽しくショッピングのできる質の高い街並みの連続を目的として駐車場の規制も行っている。
①元町通りに面する１階部分には、駐車場を設置しない。（月極・時間貸含む）
②元町仲通りに面しては、極力駐車場の設置は避ける。（月極・時間貸含む）

元町通り街づくり協定・元町仲通り街づくり協定（地域まちづくりルール）
元町地区街づくり協議指針

@横浜市



７ 具体例：元町地区

ｴｺｶｰｺﾞ
ｽﾃｰｼｮﾝ

ｴｺｶｰｺﾞ
ｽﾃｰｼｮﾝ

ｴｺｶｰｺﾞ
ｽﾃｰｼｮﾝ

集配送
センター

共同配送の取組について【地元組織（元町ＳＳ会）の独自の取組】

商店街における集配送車両数を少なくし、商店街に来られたお客様が安全で気持ちよく買
い物ができるよう、環境にやさしい商店街（エコストリート）を目指し、わが国初の試みとして、
「商店街での共同配送」を平成16年６月１日より開始した。

共同配送車両による運搬

@横浜市



８ 具体例：瀬谷駅周辺地区

位置図

相鉄・瀬谷駅

@横浜市



８ 具体例：瀬谷駅周辺地区
街づくりの考え方 駅周辺のまとまりある景観形成及び適切な交通処理

駐車場の配置の考え方

乗用車用駐車場の集約化（荷捌き駐車場はそれぞれ敷地内に確保）

瀬谷駅周辺地区街づくり協議指針

協議指針区域

相鉄・瀬谷駅

地区計画区域

集約
駐車場

集約
駐車場

歩行者専用道路



９ 具体例：横浜駅周辺
位置図

横浜駅
ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ

エキサイトよこはま22地区

みなとみらい地区
@横浜市



９ 具体例：横浜駅周辺



９ 具体例：横浜駅周辺



９ 具体例：横浜駅周辺



９ 具体例：横浜駅周辺

22

ＥＸＹ２２における交通施策の基本方針 ➡『人中心・公共交通優先のまちづくりの実現』

・フリンジ駐車場の整備 ・ センターゾーン外側に出入口を配置
・地下駐車場連絡路の整備 ・ 魅力ある歩行者空間整備

・駐車実態に応じた適正な駐車場整備
・駐車場の接続・連携（ハードとソフト対応）

人中心の空間創出

新規駐車場の効率的整備
駐車場利用の平準化



９ 具体例：横浜駅周辺
エキサイトよこはま22駐車場整備ルール

開発に併せて「適切な駐車場マネジメント」に取り組んだ開発者に対して、横浜駅周辺の
適正かつ効率的な駐車場整備が可能となる「駐車場整備ルール」を適用することで、施設
の用途や利用時間帯等に応じた適正な駐車場整備を行い、エキサイトよこはま22で掲げ
た「まちの将来像」を実現していきます。

ルールの内容

１ 交通利用に応じた必要駐車場台数の算定（大店法）
駐車台数の算定式として大規模開発地区関連交通計画マニュアルの使用が可能

２ 複合施設における商業用と業務用の駐車場の共同利用による
必要駐車場台数の算定（大店法）
曜日やピーク時間帯など利用特性の違う商業用と業務用の駐車場の相互利用が可能

３ 駐車場の隔地配置
まちづくりの計画・方針と連動し適切な駐車場マネジメントを行う場合、隔地駐車場の設置が可能

４ 周辺駐車場の空き駐車場の有効活用
有効活用されていない近隣の空き駐車場との連携による駐車場整備台数の低減が可能



９ 具体例：横浜駅周辺
駐車場の配置の方針

センターゾーン内の開発に係わる駐車場においては、横浜市駐車場条例に基づく附置
義務駐車場を含む全ての台数をゾーン外に設けることを認めるものとする。
センターゾーン外については、敷地内駐車場を原則とするが、駐車場の集約化に資する
場合は、協議の上、附置義務駐車場台数を含めた敷地外駐車場を認めるものとする。

条件となる駐車場マネジメントの取組例

１ 駐車場の適正配置
方面別の需要に対応した駐車場の整備
フリンジ駐車場の整備と目的地までの円滑な移動環境の確保

２ 個々の駐車場施設の機能向上
平面自走式又は立体自走式を基本
入庫処理能力の向上及び入庫待ち滞留スペースの確保

３ 周辺駐車場との連携による効率的な駐車場の整備・運営
駐車場機器システムの統一、連携駐車場への誘導・案内
連携駐車場間の満空情報の共有化、利用者への情報提供

４ 公共交通利用促進等
自動車以外の交通手段の利用を促すための取組みを行う



神奈川駅

横浜駅西口駅前広場
(地下：横浜駅西口地下街）

鶴屋町棟（駐車場棟）

横浜駅

川崎方面

東横フラワー緑道

戸塚方面

ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ

９ 具体例：横浜駅周辺
（仮称）横浜駅西口駅ビル計画

駅前棟



駅前棟 ＋ 鶴屋町棟
※線路側から見たイメージパース

※ 現時点でのイメージであり、今後変更になることがあります。

９ 具体例：横浜駅周辺
（仮称）横浜駅西口駅ビル計画（イメージ図）



ご清聴ありがとうございました

横浜市 都市整備局 都市交通課


